
田辺市ひきこもり検討委員会設置要綱

（設置）

第１条 思春期・青年期にある者等（以下「青少年等」という。 ）にみられる「ひきこ

もり」の問題について、関係機関が相互に連携して一体となって取り組むことを目的

として、田辺市ひきこもり検討委員会（以下「委員会」という。 ）を設置する。

（検討事項）

第２条 委員会は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項について検討

等を行う。

（１）「ひきこもり」の状態にある青少年等についての支援活動に関すること。

（２） 前号に規定する青少年等に関する問題点等について検討すること。

（３）「ひきこもり」の予防活動に関すること。

（４）「ひきこもり」に関する研修や研究会に関すること。

（５） 前各号に掲げるもののほか、委員会の目的達成のために必要な事項に関する

こと。

（組織）

第３条 委員会は、委員42名以内で組織する。

２ 委員は、学識経験者、民間支援団体、医療・保健・福祉・教育関係機関、市職員等

のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者

の在任期間とする

 （委員会）

第４条 委員会に委員長及び副委員長２名を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 委員長は、会務を総理する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。

（会議）

第５条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

２ 委員会は、委員会の委員の代表による小委員会を設置し、定期的に会議を開き、そ

の結果は委員会へ報告する。

３ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見又は説明を聴くため、

その者に委員会への出席又は文書の提出を求めることができる。

（守秘義務）

第６条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も、同様とする。

（事務局）

第７条 委員会の事務局は、保健福祉部福祉課に置く。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。



  附 則

 この要綱は、平成17年５月１日から施行する。

  附 則

 この要綱は、平成18年４月１日から施行する。

  附 則

 この要綱は、平成19年４月１日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成20年４月１日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成21年４月１日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成23年４月１日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成25年４月１日から施行する。

 附 則

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。


